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サービス別根拠法令 

１ 指定基準について 

 

 ２ 介護報酬の算定について 

 

サービス種別 根拠法令 

訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介

護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビ

リテーション、（介護予防）居宅療養管理指

導、通所介護、（介護予防）通所リハビリテ

ーション、（介護予防）短期入所生活介護、

（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）

特定施設入居者生活介護、（介護予防）福祉

用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売 

○指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例 

○指定介護予防サービス等の事業の人員、 

 設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例 

 

介護老人福祉施設 ○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例 

介護老人保健施設 ○介護老人保健施設の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準を定める条例 

介護療養型医療施設 ○指定介護療養型医療施設の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例 

介護医療院 ○介護医療院の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例 

サービス種別 根拠法令 

訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介

護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビ

リテーション、（介護予防）居宅療養管理指

導、通所介護、（介護予防）通所リハビリテ

ーション、（介護予防）短期入所生活介護、

（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）

特定施設入居者生活介護、（介護予防）福祉

用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売 

○指定居宅サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（12.2.10 厚生省告示第

19 号）【令 3.3.15 厚生労働省告示第 73

号】 

○指定介護予防サービスに要する費用の額

の算定に関する基準（18.3.14 厚生労働省

告示第 127 号【令 3.3.15 厚生労働省告示

第 73 号】 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介

護療養型医療施設、介護医療院、 

○指定施設サービス等に要する費用の額の

算定に関する基準（12.2.10 厚生省告示第

21 号）【令 3.3.15 厚生労働省告示第 73

号】 
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○本書の構成○ 
 
 １．介護老人保健施設 

１－１．人員に関する基準（従来型） 

   １－２．設備に関する基準（従来型） 

   １－３．人員に関する基準（ユニット型） 

   １－４．設備に関する基準（ユニット型） 

 

 ２．指定介護療養型医療施設 

   ２－１．人員に関する基準（従来型） 

   ２－２．設備に関する基準（従来型） 

   ２－３．人員に関する基準（ユニット型） 

   ２－４．設備に関する基準（ユニット型） 

 

 ３．病院又は診療所（療養病床を有するもの） 

   ３－１．人員に関する基準（従来型） 

   ３－２．設備に関する基準（従来型） 

   ３－３．人員に関する基準（ユニット型） 

   ３－４．設備に関する基準（ユニット型） 

 

 ４．診療所（療養病床を有さないもの） 

   ４－１．人員に関する基準 

   ４－２．設備に関する基準 

 

 ５．介護医療院 

   ５－１．人員に関する基準（従来型） 

   ５－２．設備に関する基準（従来型） 

   ５－３．人員に関する基準（ユニット型） 

   ５－４．設備に関する基準（ユニット型） 

 

 ６．運営に関する基準（改正点抜粋） 

   ６－１．運営に関する基準（従来型） 

   ６－２．運営に関する基準（ユニット型） 

 

 ７．介護報酬の算定に係る基準等（改正点抜粋） 
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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

※指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例について

は、上記条例を準用するため省略する。 

１．介護老人保健施設 

１－１．人員に関する基準（従来型） 

 

(従業者の員数) 

第１９０条 指定短期入所療養介護事業所ごとに置くべき短期入所療養介護従業者

の員数は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該

指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員（看護師

及び准看護師をいう。以下同じ。）、介護職員、支援相談員、理学療法士

又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ利用者を当該介護老人保健

施設の入所者とみなした場合における介護保険法（以下「法」という。）

に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必

要な数以上とすること。 

 二から五 （略） 

 

  ２ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入

所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定介護予防サービス等基準第１８７条第１項に規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているもの

とみなす。 

 

１－２．設備に関する基準（従来型） 

 

(設備に関する基準) 

第１９１条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次の各号に掲げ

るとおりとする。 

   一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に

規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型

介護老人保健施設に関するものを除く。）を有すること。 

   二から五 （略） 

 

  ２ （略） 

 

  ３ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指



3 

定介護予防サービス等基準第１８８条第１項及び第２項に規定する設備に関する

基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみな

す。 

 

１－３．人員に関する基準（ユニット型） 

『１－１．人員に関する基準（従来型）』を準用するものとするが、運営に関する基

準において人員について一部触れている部分があるため、抜粋して以下に示す。 

 

(勤務体制の確保等) 

第２１４条 （略） 

   

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置

を行わなければならない。 

  一 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を

配置すること。 

  二 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護

職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

  三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

 

３から５ （略） 

 

１－４．設備に関する基準（ユニット型） 

 

(設備に関する基準) 

第２０７条 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次の

各号に掲げるとおりとする。 

   一 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっ

ては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備

（ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。）を有すること。 

   二から五 （略） 

 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の

事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第２０

５条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する

基準を満たしているものとみなす。 
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２．指定介護療養型医療施設 

２－１．人員に関する基準（従来型） 

 

(従業者の員数) 

第１９０条 指定短期入所療養介護事業所ごとに置くべき短期入所療養介護従業者

の員数は、次の各号に掲げるとおりとする。 

   一 （略） 

二 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあって

は、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職

員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ

利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における

旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が

確保されるために必要な数以上とすること。 

 三から五 （略） 

 

  ２ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入

所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定介護予防サービス等基準第１８７条第１項に規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているもの

とみなす。 

 

２－２．設備に関する基準（従来型） 

 

(設備に関する基準) 

第１９１条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次の各号に掲げ

るとおりとする。 

   一 （略） 

   二 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあって

は、旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる

設備（ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものを除く。）を有す

ること。 

   三から五 （略） 

 

  ２ （略） 

 

  ３ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準第１８８条第１項及び第２項に規定する設備に関する

基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみな
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す。 

 

２－３．人員に関する基準（ユニット型） 

『２－１．人員に関する基準（従来型）』を準用するものとするが、運営に関する基

準において人員について一部触れている部分があるため、抜粋して以下に示す。 

 

(勤務体制の確保等) 

第２１４条 （略） 

   

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置

を行わなければならない。 

  一 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を

配置すること。 

  二 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護

職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

  三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

 

３から５ （略） 

 

２－４．設備に関する基準（ユニット型） 

 

(設備に関する基準) 

第２０７条 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次の

各号に掲げるとおりとする。 

   一 （略） 

   二 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所

にあっては、旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要

とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものに限

る。）を有すること。 

   三から五 （略） 

 

  ２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の

事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第２０

５条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する

基準を満たしているものとみなす。 
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３．病院又は診療所（療養病床を有するもの） 

３－１．人員に関する基準（従来型） 

 

(従業者の員数) 

第１９０条 指定短期入所療養介護事業所にごと置くべき短期入所療養介護従業者

の員数は、次の各号に掲げるとおりとする。 

   一と二 （略） 

 三 療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医療施設に該当する

ものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定

短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、

栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ医療法に規定す

る療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるた

めに必要な数以上とすること。 

四と五 （略） 

 

  ２ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入

所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定介護予防サービス等基準第１８７条第１項に規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているもの

とみなす。 

 

３－２．設備に関する基準（従来型） 

 

(設備に関する基準) 

第１９１条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次の各号に掲げ

るとおりとする。 

   一と二 （略） 

   三 療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医療施設であるもの

を除く。）である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定

する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有するこ

と。 

   四と五 （略） 

 

  ２ 前項第３号及び第４号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、同

項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有する

ものとする。 

 

  ３ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指
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定介護予防サービス等基準第１８８条第１項及び第２項に規定する設備に関する

基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみな

す。 

 

３－３．人員に関する基準（ユニット型） 

『３－１．人員に関する基準（従来型）』を準用するものとするが、運営に関する基

準において人員について一部触れている部分があるため、抜粋して以下に示す。 

 

(勤務体制の確保等) 

第２１４条 （略） 

   

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置

を行わなければならない。 

  一 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を

配置すること。 

  二 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護

職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

  三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

 

３から５ （略） 

 

３－４．設備に関する基準（ユニット型） 

 

(設備に関する基準) 

第２０７条 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次の

各号に掲げるとおりとする。 

   一と二 （略） 

   三 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所に

あっては、旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要と

される設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院

に限る。）に関するものに限る。）を有すること。 

四 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所

にあっては、旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要

とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診

療所に限る。）に関するものに限る。）を有すること。 

五 （略） 

 

  ２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の

事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第２０
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５条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する

基準を満たしているものとみなす。 

 

４．診療所（療養病床を有さないもの） 

４－１．人員に関する基準 

 

(従業者の員数) 

第１９０条 指定短期入所療養介護事業所ごとに置くべき短期入所療養介護従業者

の員数は、次の各号に掲げるとおりとする。 

   一から三 （略） 

 四 診療所（指定介護療養型医療施設、療養病床を有する病院又は診療所

（指定介護療養型医療施設であるものを除く。）に該当するものを除

く。）である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所

療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計

は、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が３又はその端数を増すご

とに１以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備すること

とし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を１人以上配置しているこ

と。 

五 （略） 

 

  ２ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入

所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定介護予防サービス等基準第１８７条第１項に規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているもの

とみなす。 

 

４－２．設備に関する基準 

 

(設備に関する基準) 

第１９１条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次の各号に掲げ

るとおりとする。 

   一から三 （略） 

   四 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定短期入所療養介護

事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。 

    イ 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者１人につき

６.４平方メートル以上とすること。 

    ロ 浴室を有すること。 

    ハ 機能訓練を行うための場所を有すること。 

   五 （略） 
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  ２ 前項第３号及び第４号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、同

項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有する

ものとする。 

 

  ３ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準第１８８条第１項及び第２項に規定する設備に関する

基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみな

す。 

 

５．介護医療院 

５－１．人員に関する基準（従来型） 

 

(従業者の員数) 

第１９０条 指定短期入所療養介護事業所ごとに置くべき短期入所療養介護従業者

の員数は、次の各号に掲げるとおりとする。 

   一から四 （略） 

 五 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短

期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理

学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介

護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として

必要とされる数が確保されるために必要な数以上とすること。 

 

  ２ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入

所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定介護予防サービス等基準第１８７条第１項に規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているもの

とみなす。 

 

５－２．設備に関する基準（従来型） 

 

(設備に関する基準) 

第１９１条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次の各号に掲げ

るとおりとする。 

   一から四 （略） 

   五 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定す

る介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院に

関するものを除く。）を有すること。 
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  ２ （略） 

 

  ３ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準第１８８条第１項及び第２項に規定する設備に関する

基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしているものとみな

す。 

 

５－３．人員に関する基準（ユニット型） 

『５－１．人員に関する基準（従来型）』を準用するものとするが、運営に関する基

準において人員について一部触れている部分があるため、抜粋して以下に示す。 

 

(勤務体制の確保等) 

第２１４条 （略） 

   

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置

を行わなければならない。 

  一 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を

配置すること。 

  二 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護

職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

  三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

 

３から５ （略） 

 

５－４．設備に関する基準（ユニット型） 

 

(設備に関する基準) 

第２０７条 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次の

各号に掲げるとおりとする。 

   一から四 （略） 

   五 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、

法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介

護医療院に関するものに限る。）を有すること。 

 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の

事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第２０

５条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する
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基準を満たしているものとみなす。 

 

６．運営に関する基準（改正点抜粋） 

６－１．運営に関する基準（従来型） 

 『★』と記されているものについては、ユニット型において準用する。 

 

(業務継続計画の策定等)★ ※第２０４条により準用 

第３２条の２ 指定短期入所療養介護事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、

利用者に対する指定短期入所療養介護の提供を継続的に実施し、及び非常時の体

制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

 

  ２ 指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者に対し、業務継続計

画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければな

らない。 

 

  ３ 指定短期入所療養介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要

に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

  

※第３２条の２については、令和６年３月３１日まで努力義務。 

 

 (掲示)★ ※第２０４条により準用 

第３４条 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所の見やすい場

所に、運営規程の概要、短期入所療養介護従業者の勤務の体制、その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならな

い。 

 

  ２ 指定短期入所療養介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指

定短期入所療養介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 

 

(虐待の防止)★ ※第２０４条により準用 

第４０条の２ 指定短期入所療養介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するた

め、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

   一 当該指定短期入所療養介護事業所における虐待の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うものを含む。）を定期的に開催する

とともに、その結果について、短期入所療養介護従業者に周知徹底を図ること。 

   二 当該指定短期入所療養介護事業所における虐待の防止のための指針を整備す

ること。 

   三 当該指定短期入所療養介護事業所において、短期入所療養介護従業者に対し、

虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 
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   四 前各号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

 ※第４０条の２については、令和６年３月３１日まで努力義務。 

 

(勤務体制の確保等) ※第２０４条により準用 

第１０８条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切な指定短期入所療養介

護を提供することができるよう、指定短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤

務の体制を定めておかなければならない。 

 

  ２ 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所ごとに、当該指

定短期入所療養介護事業所の従業者によって指定短期入所療養介護を提供しなけ

ればならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、

この限りでない。 

 

  ３ 指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定短期入所療養

介護事業者は、全ての短期入所療養介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉

士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有す

る者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を

受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

 

  ４ 指定短期入所療養介護事業者は、適切な指定短期入所療養介護の提供を確保す

る観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害

されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならな

い。 

 

 ※第３項の二重下線部については、令和６年３月３１日まで努力義務。 

 

(非常災害対策)★ ※第２０４条により準用 

第１１０条 指定短期入所療養介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非

常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、それらを定期的に従業者

に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければな

らない。 

 

  ２ 指定短期入所療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域

住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

 

(衛生管理等)★ ※第２０４条により準用 

第１４４条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設

備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を
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講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

 

  ２ 指定短期入所療養介護事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はま

ん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

   一 当該指定短期入所療養介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うものを含

む。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、短期

入所療養介護従業者に周知徹底を図ること。 

   二 当該指定短期入所療養介護事業所における感染症の予防及びまん延防止のた

めの指針を整備すること。 

   三 当該指定短期入所療養介護事業所において、短期入所療養介護従業者に対

し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する

こと。 

   

 ※第２項については、令和６年３月３１日まで努力義務。 

 

(運営規程) 

第２０１条 指定短期入所療養介護事業者は、次の各号に掲げる事業の運営についての

重要事項に関する規程（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならな

い。 

    一 事業の目的及び運営の方針 

    二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

    三 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

    四 通常の送迎の実施地域 

    五 施設利用に当たっての留意事項 

六 非常災害対策 

七 虐待の防止のための措置に関する事項 

八 その他運営に関する重要事項 

  ※第７号については、令和６年３月３１日まで努力義務。 

 

６－２．運営に関する基準（ユニット型・改正点抜粋） 

 ６－１．運営に関する基準（従来型・改正点抜粋）で『★』と記されているものについ

ては、ユニット型において準用する。 

 

（運営規程） 

第２１３条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次の各号に掲げる運営規程を

定めておかなければならない。 

    一 事業の目的及び運営の方針 

    二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

    三 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

    四 通常の送迎の実施地域 
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    五 施設利用に当たっての留意事項 

    六 非常災害対策 

    七 虐待の防止のための措置に関する事項 

    八 その他運営に関する重要事項 

 ※第７号については、令和６年３月３１日まで努力義務。 

 

（勤務体制の確保等） 

第２１４条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し、適切なユニット

型指定短期入所療養介護を提供することができるよう、ユニット型指定短期入所

療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

 

  ２ （略） 

 

  ３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護

事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユ

ニット型指定短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇

に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

 

  ４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者の資質の

向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット

型指定短期入所療養介護事業者は、全ての短期入所生活介護従業者（看護師、准看

護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等

の資格を有する者その他これらに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基

礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

 

  ５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所療

養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

 ※第４項の二重下線部については、令和６年３月３１日まで努力義務。 
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準・指定介護予防サービスに要す

る費用の算定に関する基準（以下「(基)」とする。） 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施

設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関す

る基準の制定に伴う実施上の留意事項について・指定介護予防サービスに要する費用の

額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（以下「(留)」とす

る。） 

※改正点抜粋 

７．介護報酬の算定に係る基準等（改正部分抜粋） 

※基準単位数は省略する。 

 

≪緊急短期入所受入加算≫ 

(基) 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行

うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所

受入加算として、利用を開始した日から起算して７日（利用者の日常生活上の世話

を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、１４日）を限度として１日に

つき９０単位を所定単位数に加算する。ただし、≪認知症行動・心理症状緊急対応

加算≫を算定している場合は算定しない。 

厚生労働大臣が定める利用者（利用者等告示２５） 

利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、

緊急に指定短期入所療養介護を受けることが必要と認めた利用者 

(留)① 本加算は、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由

により短期入所が必要となった場合であって、かつ、居宅サービス計画におい

て当該日に短期入所を利用することが計画されていない居宅要介護者に対し

て、居宅サービス計画を担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、そ

の必要性を認め緊急に短期入所療養介護が行われた場合に算定できる。 

  ② やむを得ない事情により、当該介護支援専門員との事前の連携が図れない場

合に、利用者又は家族の同意の上、短期入所療養介護事業所により緊急に短期

入所療養介護が行われた場合であって、事後に当該介護支援専門員によって、

当該サービス提供が必要であったと判断された場合についても、当該加算を算

定できる。 

  ③ 本加算の算定対象期間は原則として７日以内とし、その間に緊急受入れ後に

適切な介護を受けられるための方策について、担当する指定居宅介護支援事業

所の介護支援専門員と密接な連携を行い、相談すること。ただし、利用者の介

護を行う家族等の疾病が当初の予想を超えて長期間に及んだことにより在宅へ

の復帰が困難となったこと等やむを得ない事情により、７日以内に適切な方策

が立てられない場合には、その状況を記録した上で１４日を限度に引き続き加

算を算定することができること。その場合であっても、利用者負担軽減に配慮

する観点から、機械的に加算算定を継続するのではなく、随時、適切なアセス

メントによる代替手段の確保等について、十分に検討すること。 
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  ④ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項

を記録しておくこと。また、緊急利用者にかかる変更前後の居宅介護サービス

計画を保存するなどして、適正な緊急利用に努めること。 

  ⑤ 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した場合には、当該加算は算定で

きないものであること。 

  ⑥ 緊急受入れに対応するため、居宅介護支援事業所や近隣の他事業所との情報

共有に努め、緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化すること。

また、空床の有効活用を図る観点から、情報公表システム、当該事業所のホー

ムページ又は地域包括支援センターへの情報提供等により、空床情報を公表す

るよう努めること。 

 

≪総合医学管理加算≫（介護老人保健施設に限る。） 

(基)① 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、居宅サービス計

画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を行った場合

に、７日を限度として１日につき２７５単位を加算する。 

② 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示３９の４（１７４の４）） 

次のいずれにも適合すること。 

イ 診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。 

ロ 診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等

を診療録に記載すること。 

ハ 利用者の主治の医師に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の診療状況

を示す文書を添えて必要な情報の提供を行うこと。 

(留)① 本加算は、居宅サービス計画において当該日に短期入所を利用することが計

画されていない居宅要介護者に対して、居宅サービス計画を担当する居宅介護

支援事業所の介護支援専門員と連携し、利用者又は家族の同意の上、治療管理

を目的として、指定短期入所療養介護事業所により短期入所療養介護が行われ

た場合に７日を限度として算定できる。 

利用にあたり、医療機関における対応が必要と判断される場合にあっては、

速やかに医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられ

るように取りはからう必要がある。 

② 利用にあたり、診断等に基づき、診療方針を定め、治療管理として投薬、検

査、注射、処置等を行うこと。 

③ 算定する場合にあっては、診療方針、診断名、診断を行った日、実施した投

薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。 

④ 利用終了日から７日以内に、利用者の主治の医師に対して、利用者の同意を

得て、診療状況を示す文書を交付すること。また、交付した文書の写しを診療

録に添付するとともに、主治の医師からの当該利用者に係る問合せに対して

は、懇切丁寧に対応するものとする。 

⑤ 主治の医師への文書の交付がない場合には、利用期間中を通じて、算定でき
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なくなることに留意すること。ただし、利用者又はその家族の同意が得られな

い場合は、この限りではない。 

⑥ 利用中に入院することとなった場合は、医療機関に診療状況を示す文書を添

えて必要な情報提供を行った場合に限り、入院した日を除いて算定できる。 

⑦ 緊急時施設療養費を算定した場合には、本加算は算定できないものであるこ

と。 

 

≪認知症専門ケア加算≫（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院を除く。） 

(基) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専

門的な認知症ケアを行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次

に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい

る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

  ㈠ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位 

  ㈡ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示３の２） 

イ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 次のいずれにも適合すること。 

⑴ 事業所における利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若

しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者（以下「対象者」）

の占める割合が２分の１以上であること。 

⑵ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が２０人未満で

ある場合にあっては１以上、当該対象者の数が２０人以上である場合にあっては１

に当該対象者の数が１９を超えて１０又はその端数を増すごとに１を加えて得数以

上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

⑶ 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導

に係る会議を定期的に開催していること。 

 

ロ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合すること。 

⑴ イの基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、事業

所全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

⑶ 当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作

成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

厚生労働大臣が定める者（利用者等告示２８の２（８５の２）） 

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要と

する認知症の者 

(留)① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることか

ら介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭ

に該当する利用者を指すものとする。 

  ② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が１/２以上の算定方法は、算
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定日が属する月の前３月間の利用者実人員数又は利用延人員数（要支援者を含

む）の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近３月

間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的に所定の

割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録する

ものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに体制等に関する届出

書により加算の取り下げの届出を提出しなければならない。 

  ③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の

実施について」（平成１８年３月３１日老発第０３３１０１０号厚生労働省老

健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成１

８年３月３１日老計発第０３３１００７号厚生労働省計画課長通知）に規定す

る「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すも

のとする。 

  ④ 「認知症ケアに係る留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委

員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」等を遵守すること。 

  ⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」

に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指す

ものとする。 

  ⑥ 併設事業所及び介護老人保健施設〔指定介護療養型医療施設・介護医療院〕

の空床利用について 

    併設事業所であって本体施設と一体的に運営が行われている場合及び介護老

人保健施設〔指定介護療養型医療施設・介護医療院〕の空床を利用して指定短

期入所療養介護を行う場合の認知症専門ケア加算の算定は、本体施設である介

護老人保健施設〔指定介護療養型医療施設・介護医療院〕と一体的に行うもの

とすること。具体的には、本体施設の対象者の数と併設事業所の対象者の数

（介護老人保健施設〔指定介護療養型医療施設・介護医療院〕の空床を利用し

て指定短期入所療養介護を行う場合にあっては、当該指定短期入所療養介護の

対象者の数）を合算した数が２０人未満である場合にあっては、１以上、当該

対象者の数が２０人以上である場合にあっては、１に、当該対象者の数が１９

を超えて１０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上の③又は⑤に規

定する研修を修了した者を配置している場合に算定可能となる。 

 

≪サービス提供体制強化加算≫ 

(基) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
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るその他の加算は算定しない。 

  ㈠サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２単位 

  ㈡サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８単位 

  ㈢サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  ６単位 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示４０（１０８）） 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 次のいずれにも適合すること。 

㈠ 次のいずれかに適合すること。 

 ａ 指定短期入所療養介護事業所を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養

介護事業所〔療養病棟〕の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１

００分の８０以上であること。 

 ｂ 指定短期入所生活介護事業所を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養

介護事業所〔療養病棟〕の介護職員の総数のうち、勤続１０年以上の介護福祉士

の占める割合が１００分の３５以上であること。 

㈡ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合すること。 

㈠ 指定短期入所療養介護事業所を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介

護事業所〔療養病棟〕の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００

分の６０以上であること。 

㈡ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 次のいずれにも適合すること。 

㈠ 次のいずれかに適合すること。 

 ａ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事

業所〔療養病棟〕の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分

の５０以上であること。 

 ｂ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事

業所〔療養病棟〕の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が１０

０分の７５以上であること。 

 ｃ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事

業所〔療養病棟〕の指定短期入所療養介護又は介護保健施設サービス〔介護療養

施設サービス、介護医療院サービス〕を利用者又は入所者〔入院患者〕に直接提

供する職員の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が１００分の３０

以上であること。 

㈡ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

(留)① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月

を除く。）の平均を用いることとする。なお、この場合の介護職員に係る常勤

換算にあっては、利用者・入所者〔入院患者〕への介護業務（計画作成等介護

を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求業務等介護に関わらない業務

を除く。）に従事している時間を用いても差し支えない。 
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    ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は

再開した事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、

常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事

業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるも

のであること。 

    なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している

者とすること。 

  ② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月

間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。

なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場

合については、直ちに体制等に関する届出書により加算の取り下げの届出を提

出しなければならない。 

  ③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点おける勤続年数をいうものとする。 

  ④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法

人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサー

ビスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるも

のとする。 

  ⑤ 指定短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職

員、支援相談員、理学療法士、作業療養士又は言語聴覚士として勤務を行う職

員を指すものとする。 

  ⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所療養介護を一体的に行っている

場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 

 

≪介護職員処遇改善加算≫ 

(基) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施し

ているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者

に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令

和６年３月３１日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

算は算定しない。 

  ㈠介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

算定した単位数の１０００分の３９に相当する単位数 

※介護老人保健施設以外は１０００分の２６ 

  ㈡介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

   算定した単位数の１０００分の２９に相当する単位数 

   ※介護老人保健施設以外は１０００分の１９ 

  ㈢介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

   算定した単位数の１０００分の１６に相当する単位数 

   ※介護老人保健施設以外は１０００分の１０ 

  ㈣介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 
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   算定した単位数の１００分の９０に相当する単位数 

  ㈤介護職員処遇改善加算（Ⅴ） 

   算定した単位数の１００分の８０に相当する単位数 

 

  ※令和３年３月３１日において現に改正前の介護職員処遇改善加算に係る届出を行

っている事業所であって、改正後の介護職員処遇改善加算に係る届出を行ってい

ないものにおける介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

の算定については、令和４年３月３１日までの間は、なお従前の例によることが

できる。 

 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告４１（１１９）） 

大臣基準告示第４号の規定を準用する。 

 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示４） 

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」という。）に要

する費用の見込額（賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むこと

ができる。以下同じ。）が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に

関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

⑵ 指定短期入所療養介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に

係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職

員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（地方自治法

第２５２条の１９第１項の指定都市（以下「指定都市」）及び同法第２５２条の２

２第１項の中核市(以下「中核市」)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第３

５号及び第６６号を除き、以下同じ。）に届け出ていること。 

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経

営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員

の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、

その内容について都道府県知事に届け出ること。 

⑷ 当該短期入所療養介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関

する実績を都道府県知事に報告すること。 

⑸ 算定日が属する月の前１２月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、

最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰

金以上の刑に処せられていないこと。 

⑹ 当該短期入所療養介護事業所において、労働保険料（労働保険の保険料の徴収等

に関する法律第１０条第２項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。）の納付が

適正に行われていること。 

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関

するものを含む。）を定めていること。 
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㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実

施又は研修の機会を確保していること。 

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。 

㈤ 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づ

き定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 

㈥ ㈤について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

⑻ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に

関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての

職員に周知していること。 

 

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻に掲げる基

準のいずれにも適合すること。 

 

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴から⑹まで及び⑻に掲げる基準に適合すること。 

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に

関するものを含む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知しているこ

と。 

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の

実施又は研修の機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

 

ニ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （省略） 

 

ホ 介護職員処遇改善加算（Ⅴ） （省略） 

 

(留) 別途通知「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員

等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」（本書では省略する。）を参照すること。 

 

≪介護職員等特定処遇改善加算≫ 

(基) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用

者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を
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算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

  ⑴介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

   算定した単位数の１０００分の２１に相当する単位数 

   ※介護老人保健施設以外は１０００分の１５ 

  ⑵介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

   算定した単位数の１０００分の１７に相当する単位数 

   ※介護老人保健施設以外は１０００分の１１ 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示４１の２（１１９の２）） 

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合

し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見

込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じ

ていること。 

㈠ 経験・技能のある介護職員のうち１人は、賃金改善に要する費用の見込額が月

額８万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額４４０万円以上であること。

ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理

由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。 

㈡ 指定短期入所療養介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に

要する費用の見込額の平均が、介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）

の賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。 

㈢ 介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する費用の見

込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の２

倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員（経

験・技能のある介護職員を除く。）の平均賃金額を上回らない場合はその限りで

ないこと。 

㈣ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額４４０万円を上回らな

いこと。 

⑵ 当該指定短期入所療養介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に

係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載し

た介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に

届け出ていること。 

⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただ

し、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当

該事業所の職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはや

むを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 

⑷ 当該指定短期入所療養介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の

処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 

⑸ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

㈠ 短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれ

かを届け出ていること。 
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㈡ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては当該介護老人

保健施設が、指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっ

ては当該指定介護療養型医療施設が、介護医療院である指定短期入所療養介護事

業所にあっては当該介護医療院が、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出て

いること。 

⑹ 短期入所療養介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか

を算定していること。 

⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容（賃金改善に関す

るものを除く。以下この(留)において同じ。）及び当該職員の処遇改善に要する費

用の見込額を全ての職員に周知していること。 

⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法によ

り公表していること。 

 

ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑷まで及び⑹から⑻までに掲げる基

準のいずれにも適合すること。 

 

(留) 別途通知「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員

等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」（本書では省略する。）を参照すること。 

 

≪介護職員等ベースアップ等支援加算≫ 

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費 

(基)   別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実

施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、

利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑻までにより算定

した単位数の１０００分の８に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費 

(基)   別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実

施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、

利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑼までにより算定

した単位数の１０００分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

ハ 診療所における短期入所療養介護費 

(基)   別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実

施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、

利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑺までにより算定

した単位数の１０００分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護 

(基)   別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実

施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、

利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑺までにより算定
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した単位数の 1000 分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

ホ  介護医療院における短期入所療養介護費 

(基)   別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実

施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、

利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⒀までにより算定

した単位数の１０００分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告４１の３（１１９の３）） 

大臣基準告示第４号の３の規定を準用する。 

 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示４の３） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 介護職員その他の職員の賃金改善について、賃金改善に要する費用の見込額が介

護職員等ベースアップ等支援加算の算定見込額を上回り、かつ、介護職員及びその

他の職員のそれぞれについて賃金改善に要する費用の見込額の三分の二以上を基本

給又は決まって毎月支払われる手当に充てる賃金改善に関する計画を策定し、当該

計画に基づき適切な措置を講じていること。 

ロ 指定短期入所療養介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る

実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介

護職員等ベースアップ等支援計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事

に届け出ていること。 

ハ 介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当する賃金改善を実施するこ

と。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図る

ために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すこ

とはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 

ニ 当該短期入所療養介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇

改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 

ホ 短期入所療養介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか

を算定していること。 

ヘ ロの届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善に要する費用の見込額を

全ての職員に周知していること。 

別途通知「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベー

スアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」（本書では省略する。）を参照すること。 
 

 


